
県営住宅の入居者様へ

「収入に関する申告書」の提出について
　収入申告は、家賃を決定するための重要な手続きであり、県営住宅入居者には、公営住宅法
などの規定により収入申告が義務付けられております。

１　提出期限及び提出先
　提出期限……令和３（2021）年６月30日（水）まで
　提 出 先……群馬県住宅供給公社（原則、郵送にて提出）
　　※　�期限内に「収入に関する申告書」を提出しない入居者は、県営住宅の明渡し対象とな

るほか、法令で定める最高額の家賃（近傍同種家賃）をお支払いいただくこととなり
ますので、必ず上記期限内に提出してください。

２　提出書類
　⑴　収入に関する申告書
　⑵　令和３年度（令和２年分）所得・課税証明書
　　　　（所得と各控除がわかるもの（市町の税部局で発行））

全員提出（令和３年３月まで中学生以下だった方を除く）
　　※　�無収入の方（例：高校生で無収入の方等）など、上記書類が取得できない場合、非課

税証明書で代用できることがありますのでご相談ください。

　⑶　障害者手帳（身体障害・精神障害）、療育手帳（知的障害）のコピー
　　※　�本人及び扶養親族（同居、別居）に上記手帳をお持ちの方がいる場合にのみ提出して

ください。

お問合せ先：群馬県住宅供給公社　管理部管理課
電話：０２７−２２３−５８１１（音声ガイダンスにしたがって番号を選んでください。1→１）
〒371-0025　　前橋市紅雲町一丁目７番12号
受付時間：●�本　社　午前９時00分から午後５時00分まで（月、火、木、金）
　　　　　　　　　　午前９時00分から午後７時00分まで（水）
　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日年末年始は休業）
　　　　　●�各支所　午前９時00分から午後５時00分まで（月～金）
　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日、祝日年末年始は休業）
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、受付時間等を変更することがありますので、
　ご了承ください。

重　要
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１．申告書の記入について� ※太枠線より右側は何も記入しないように注意してください。

(1)　収入額の記入について
　収入に関する申告書の【年間総収入額の欄】へ、収入の額（給与収入、年金収入、事業所得等）
を記入してください。収入を証する書類の中のどの金額を記入するかは、３ページ「申告に必要と
なる収入証明書類（見本）」を参考にしてください。

(2)　特別控除欄の記入について
（特別）障害者控除または寡婦控除、ひとり親控除を受ける場合は、該当の控除に〇をつけてください。
（特別）障害者控除または寡婦控除、ひとり親控除を受けられる方は、次のとおりです。

障害者控除
　入居者や扶養親族で、身体障害者手帳（３～６級）、精神障害者保健福祉手帳（２級
か３級）、または療育手帳（Ｂ）を持っている方
　その他、所得税法等の控除を受けている方

特別障害者控除
　入居者や扶養親族で、身体障害者手帳（１～２級）、精神障害者保健福祉手帳（１級）、
または療育手帳（Ａ）を持っている方
　その他、所得税法等の控除を受けている方

寡婦控除

（1�）名義人本人または同居親族で、夫と離婚した後婚姻をしていない女性のうち、以下
のすべての条件に該当する方

　①扶養親族（年間所得金額48万円以下）を有すること
　②年間所得金額が500万円以下
　③事実上婚姻関係と同様の事情がないこと
（2�）名義人本人または同居親族で、夫と死別した後婚姻をしていない、または夫の生死
が明らかでない女性のうち、以下のすべての条件に該当する方

　①年間所得金額が500万円以下
　②事実上婚姻関係と同様の事情がないこと
※所得が27万円未満の場合は、その額が控除額となります。

ひとり親控除

　名義人本人または同居親族で、現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らか
でない方のうち、以下のすべての条件に該当する方
　①生計を一にする子（年間所得金額48万円以下）を有すること
　②年間所得金額が500万円以下
　③事実上婚姻関係と同様の事情がないこと
※所得が35万円未満の場合は、その額が控除額となります。

※�寡婦控除、ひとり親控除については、申告いただく収入証明書類で控除の確認を行っています。なお、非
婚の父母については、収入証明書類で控除の確認ができないため、直接、住宅供給公社へお問い合わせく
ださい。

(3)　記載内容の確認と訂正について
　収入に関する申告書には、名義人、同居親族、別居している扶養親族の方の「お名前、生年月日、
勤務先」などが記載されていますので、内容をよく確認し、現状と異なっている場合は必ず訂正し
てください。
①　転職の場合
　該当箇所を一本線で消し、転職後の「勤務先又は事業所の名称と電話番号」を記入し、［記事］
欄に［転職年月日］を記入してください。

②　令和２年１月から提出日までの間に退職や廃業をした場合
　勤務先などを一本線で消し、［記事］欄に［退職者名と退職日と退職理由］を記入してください。
（廃業の場合は、退職を廃業に読み替えてください。）
　該当する方は、次ページの「その他」をご覧ください。

③　出生の場合
��［記事］欄に出生されたお子様の氏名、フリガナ、性別、生年月日、続柄を記入してください。
　該当する方は、次ページの「異動に関する手続き」をご覧ください。

④　「名義人以外」の同居者が転出または死亡した場合
��［記事］欄に事実の発生年月日、当該者名、転出または死亡の別を記入してください。
　該当する方は、次ページの「異動に関する手続き」をご覧ください。
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２．証明書類の添付について� ※３ページを参考にしてください。

(1)　必ず提出する添付書類（提出書類は返却できません。）
①　令和３年度（令和２年分）　所得・課税証明書
世帯全員分（令和３年３月まで中学生以下だった方を除く）を提出してください。
コピーは不可となります。
添付書類として、源泉徴収票、確定申告書、市（町）民税・県民税特別徴収税額通知書（納税
義務者用）や住民税等申告したことがわかる税申告書の写しなどは、不可となりますのでご注
意ください。

(2)　該当する世帯のみ提出する書類
　本人及び扶養親族（同居、別居）に心身の障害をお持ちの方がいる場合は、「障害者手帳、療育
手帳のコピー」（氏名と等級が確認できる部分）を必ず添付のうえ、収入に関する申告書の［記
事］欄に該当される方の氏名と、「○○障害○級」や「知的○○判定」と具体的に記入してください。
　「各種手帳のコピー」の添付がない場合は、特別控除が適用になりません。

３．マイナンバー利用について� ※マイナンバーで申請する方

　個人番号（マイナンバー）による申告手続きを希望される方は、≪別紙≫をご覧ください。

４．そ　の　他� ※住宅を退去する予定がある方は、必ずその旨をお申し出ください。

(1)　今年の８月末日までに住宅を退去する場合
　�[記事］欄に「○月○日に退去予定」と記入した申告書のみ提出してください。(収入証明書類は不要。)

(2)�　転職や雇用形態変更により収入が著しく減少した場合、または退職・廃業により無収入となっ
た場合は、家賃の見直しができる場合があります。（ただし、基準に該当する場合に限ります。）申請
が必要となりますので、詳しくは、住宅供給公社（管理部管理課）へお問い合わせください。

５．異動に関する手続き�※４ページまたは５ページを参考に、各自で必ず手続きを行ってください。

(1)�　次の異動が発生している場合は、住宅供給公社（管理部管理課）に電話をして、手続方法をよく
確認のうえ必要書類を郵送し、必ず手続きを行ってください。
①　名義人が死亡や離婚などにより不在となった場合
　「入居承継」の手続きが必要です。ただし承継には一定の要件があり、審査が必要です。

②　新たに同居する方、またはすでに同居している方がいる場合
　「同居承認」の手続きが必要です。ただし同居には一定の要件があり、審査が必要です。

(2)　子の出生
　「収入額再認定請求書兼異動届」をご記入のうえ、「世帯全員分の記載がある住民票」を添付して提
出してください。「収入額再認定請求書兼異動届」は管理人が保管しています。

(3)　名義人以外の同居者が転出または死亡した場合
　前記（2）と同じ異動手続きを行ってください。ただし、転出された方、お亡くなりになられた方
の「転出先住民票」または「住民票（除票）」のいずれかを添付してください。
※異動があった場合は、４ページまたは５ページを参考に必ず届出・申請の手続きを行ってください。
　手続きをされないと、法令で認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となる場合があります。
※�異動等の手続きにより、家賃の見直しができる場合があります。この場合、申請のあった翌月か
ら適用となります。
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申告に必要となる収入証明書類（見本）
※令和３年４月時点での証明書の書式の一例です。

　収入を証明する書類は所得・課税証明書のみの受付となります。

給与所得者
この欄を記入

年金受給者
この欄を記入

事業所得者
この欄を記入
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入居者が行う届出・申請手続①（出生・同居）
※収入申告書に記載されていない同居者がいる場合には以下を参考に手続きをしてください。

Ａ

　「お子様が出生」されている場合は、「異動手続き」
による届出が必要となりますので、必要書類を住
宅供給公社に提出して早急に手続きを完了してく
ださい。

【必要書類】
①�収入額再認定請求書　兼　異動届（管理人が保
管）
　※�管理人から受け取れない場合は、ご連絡くだ
さい。

②世帯全員分の住民票（１通）
　※�必ず、出生されたお子様の記載がある、世帯
全員分のもので、続柄などが省略されていな
いものを添付してください。

③その他（必要に応じた書類）
　※�状況によっては、上記①と②の他に別途、ご
提出いただく必要がある書類もありますので、
住宅供給公社の指示に従ってください。

Ｂ

　「県営住宅への同居」は、公営住宅法や群馬県県営住宅管理条例など
の規定により、条件が定められています。
　同居申請には「必要書類提出」や「審査」があり、承認されるまでに
「相当の日数」がかかるうえ、世帯状況や審査結果によっては「同居を
許可（承認）できない」場合もあります。
　このため、事前に現在の世帯状況や同居を希望される方の状況を確認
したいので、あらかじめ「住宅供給公社へ電話」にてお問い合わせくだ
さい。
【主な必要書類】
①同居承認申請書（住宅供給公社から郵送します）
②戸籍謄本（新たに同居される方全員分）
　※住宅名義人との、続柄などが確認できるものが必要です。
③住民票（住宅名義人分と新たに同居される方全員分）
　※続柄などが省略されていないものが必要です。
④所得に関する証明書（新たに同居される16歳以上の方全員分）
　※所得課税証明書または非課税証明書など。
⑤その他（必要に応じた書類）
　※�状況によっては、上記①～④の他に別途、ご提出いただく必要があ
る書類もありますので、住宅供給公社の指示に従ってください。

Ｃ
　「住宅供給公社に郵便物が届いていない」場合や、「提出したつもりであったが提出していなかった（勘違い）」、「提出したが不
備書類が提出されていないなどの理由で保留状態になっている」などの場合もありますので、お手数ですが、住宅供給公社まで
ご連絡をいただき、状況を確認させてください。

手
続
き
に
お
け
る
注
意
事
項

出
生

注１�　扶養控除（38万円）を追加でき、入居されている住宅の家賃算定において有利となり、手続きによっては、入居され
ている住宅の家賃を見直せる可能性もありますので、早急にお手続きください。

注２�　手続きを完了せず放置し、後日、出生の事実確認がされると不適正な入居との認定がされ、令和４年４月からの家賃
が法令で認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となってしまう場合があります。

注３�　手続きの結果によって、家賃額に変更が生じる場合には、後日、改めて通知します。

同
居
承
認

注１�　同居承認申請における審査は、結果判定までに相当の日数がかかりますので、ご了承ください。
注２�　原則として、現在、家賃に未納がある方は、新たな同居を許可（承認）できません。
注３�　名義人と新たな同居を希望される方の関係（続柄）によっては、または現在の世帯収入状況や、新たに同居を希望さ
れる方の収入額によっては、新たな同居を許可（承認）できない場合があります。

注４�　新たに同居を許可（承認）した方に、住宅名義を変更することは一切できません。（婚姻の場合でも）
注５�　申請の結果については、許可（承認）または不許可（不承認）のいずれかを通知します。
注６�　原則として、同居を許可（承認）されてから県営住宅への住民登録を行うようにしてください。
注７�　いかなる場合（事由）であっても、提出された書類は一切、お返しすることができませんので、ご了承ください。
注８�　手続きを完了せずに放置し、後日、無断同居の事実確認がされると不適正な入居と認定され、令和４年４月からの家
賃が法令で認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となってしまう場合があります。

Ａへ申告書に記載されて
いない同居者がいる

特に何も行う手続き
はありません

最近、子供が生まれた

生後２歳以上のすで
に同居している入居
者がいる

子供が生まれた手続
きを行っていない
（異動手続）

同居する手続きを
行っていない
（同居承認申請手続）

Ｂへ

Ｃへ

Ｃへ

はい はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

※�記載されている方の氏
名や性別などに誤りが
ないか確認してくださ
い。

※場合によってはＡへ。
　�不明な場合は、お問い
合わせください。

※同居には審査が必要です。
　�申請したからといって必ず
同居可能とは限りません。
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入居者が行う届出・申請手続②（転出・死亡）
※収入申告書に同居していない方が記載されている場合には以下を参考に手続きをしてください。

Ａ

　「同居者が転出または亡くなって」いる場合は、
「異動手続き」による届出が必要となりますので、
必要書類を住宅供給公社に提出して早急に手続き
を完了してください。

【必要書類】
①�収入額再認定請求書　兼　異動届（管理人が保
管）
　※�管理人から受け取れない場合は、ご連絡くだ
さい。

②�該当者分の転出先住民票または住民票（除票）
（１通）
　※�必ず該当される方のもので、転出や死亡の事
実確認がとれるものを添付してください。

③その他（必要に応じた書類）
　※�状況によっては、上記①と②の他に別途、ご
提出いただく必要がある書類もありますので、
住宅供給公社の指示に従ってください。

　※�婚姻関係にある方が、単なる別居による転出
は認められません。

　　（不自然な世帯分離）

Ｂ

　「県営住宅の入居承継（名義変更）」は、公営住宅法や群馬県県営住宅
管理条例などの規定により、条件が定められています。
　入居承継申請には「必要書類提出」や「審査」があり、許可（承認）
されるまでに「相当の日数」がかかるうえ、世帯状況や審査結果によっ
ては「承継を許可（承認）できない」場合もあります。
　入居承継が許可（承認）されない場合は「住宅を明け渡して」いただ
くこととなりますので、ご承知おきください。
　このため、事前に現在の世帯状況や入居承継を希望される方の状況を確
認したいので、あらかじめ「住宅供給公社へ電話」にてお問い合わせくだ
さい。
【主な必要書類】
①入居者地位承継承認申請書（住宅供給公社から郵送します）
②戸籍謄本（離婚や死亡、お子様の親権などの確認が取れるもの）
　※�新・旧名義人との、続柄などが確認できるものが必要です。
③住民票（旧名義人の転出先や死亡確認分と住宅に残られる方全員分）
　※�続柄などが省略されていないものが必要です。
④所得に関する証明書（新名義人分と16歳以上の同居者全員分）
　※�所得課税証明書または非課税証明書など。
⑤住民税納税証明書（新名義人分）
　※�完納証明書または非課税証明書など。
⑥その他（必要に応じた書類）
　※�状況によっては、上記①～⑤の他に別途、ご提出いただく必要があ
る書類もありますので、住宅供給公社の指示に従ってください。

Ｃ
　「住宅供給公社に郵便物が届いていない」場合や、「提出したつもりであったが提出していなかった（勘違い）」、「提出したが不
備書類が提出されていないなどの理由で保留状態」などの場合もありますので、お手数ですが、住宅供給公社までご連絡をいた
だき、状況を確認させてください。

手
続
き
に
お
け
る
注
意
事
項

転
出
・
死
亡

注１�　収入のある同居者の方の転出や死亡が未手続きですと、入居されている住宅の家賃算定において不利になってしまう
場合があり、居住の実態と異なりますので早急にお手続きください。

注２�　手続きを完了せず放置し、後日、転出や死亡の事実確認がされると不適正な入居との認定がされ、令和４年４月から
の家賃が法令で認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となってしまう場合があります。

注３�　手続きの結果によって、家賃額に変更が生じる場合には、後日、改めて通知します。

入
居
承
継
承
認

注１�　入居承継承認申請における審査は、結果判定までに相当の日数がかかりますので、ご了承ください。
注２�　原則として、現在、家賃に未納がある方は、入居承継を許可（承認）できません。
注３�　名義人と新たな名義の承継を希望される方の関係（続柄）によっては、または承継後の世帯収入状況や、新たに名義
の承継を希望する方が諸手続きを履行されない場合などは、新たな入居承継を許可（承認）できない場合があります。

注４�　承継は、事前審査合格後、群馬県が新たに名義人となられる方と再契約（新敷金納入や緊急連絡先の選定など）して
いただくこととなり、当初入居時と同様の手続きを再度行うため、手続きは公社窓口へ来社していただくこととなります。

注５�　申請の結果については、許可（承認）または不許可（不承認）のいずれかを通知します。
注６�　いかなる場合（事由）であっても、提出された書類は一切、お返しすることができませんので、ご了承ください。
注７�　手続きを完了せずに放置し、後日、現名義人の無断転出や死亡などの事実確認がされると不適正な入居と認定され、
令和４年４月からの家賃が法令で認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となってしまう場合があります。

Ａへ申告書に転出または
亡くなった同居者が
記載されている

特に何も行う手続き
はありません

その方は同居者である
（名義人以外）

その方は名義人であ
る

転出または亡くなっ
た手続きを行ってい
ない
（異動手続）

名義を変更する手続
きを行っていない
（入居承継申請手続）

Ｂへ

Ｃへ

Ｃへ

はい はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

※記載されている方の氏
名や性別などに誤りがな
いか確認してください。

※承継には審査が必要です。
　�申請したからといって必ず入
居承継できるとは限りません。
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家　賃　の　算　定　方　法　に　つ　い　て
１．家賃の種類

　①本来入居者の家賃
　　収入月額１５万８千円以下の世帯（高齢者、障害者、子育て世帯は２１万４千円）
　
　②収入超過者（入居年数３年以上）の家賃
　　収入月額１５万８千円を超える世帯（高齢者、障害者、子育て世帯は２１万４千円）

　③高額所得者（入居年数５年以上）の家賃
　　収入月額３１万３千円を２年連続して超える世帯

収　 入　 月　 額 （世帯の所得額　−　扶養親族控除額　−　特別控除額）　÷　１２か月

特 別 控 除 額 老人扶養、特定扶養、障害者、寡婦、ひとり親の各控除などです。

ご　注　意�：収入に関する申告書類が未提出の方、または必要な諸手続を行っていただけない方は、法令で
認められる最高額の家賃（近傍同種家賃）となるだけでなく、住宅明け渡しの対象ともなります
ので必ず申告や諸手続を行ってください。

２．家賃算定の方法
　①本来入居者の家賃……下記式により算出します

家賃算定基礎額　×　市町村立地係数　×　規模係数　×　経過年数係数　×　利便性係数

　
（1）家賃算定基礎額

収入分位
収入月額

家賃算定基礎額
下限値 上限値

収入分位１（��０～１０％） ０円 １０４，０００円 ３４，４００円
収入分位２（１０～１５％） １０４，００１円 １２３，０００円 ３９，７００円
収入分位３（１５～２０％） １２３，００１円 １３９，０００円 ４５，４００円
収入分位４（２０～２５％） １３９，００１円 １５８，０００円 ５１，２００円
収入分位５（２５～３２．５％） １５８，００１円 １８６，０００円 ５８，５００円
収入分位６（３２．５～４０％） １８６，００１円 ２１４，０００円 ６７，５００円
収入分位７（４０～５０％） ２１４，００１円 ２５９，０００円 ７９，０００円
収入分位８（５０％～） ２５９，００１円 ９１，１００円

（2）市町村立地係数
　　　各市町村の公示価格等を考慮して、各市町村ごとに定められた数値です。

（3）規模係数
　　　当該公営住宅の床面積を65㎡で除して算出します。
　　　
（4）経過年数係数
　　　民間賃貸住宅の家賃の変動等を考慮して、定められた式により算出します。

（5）利便性係数
　　�　利便性係数の設定は、その住宅の広域的利便条件（立地的利便性）、市町村合併条件（市町村合併に伴う家
賃の激変緩和措置）及び設備条件（団地居住性能利便性）の３つの要素を考慮して算出します
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　②収入超過者の家賃……下記式により算出します

本来家賃　＋　{（近傍同種の住宅家賃－本来家賃）×収入に応じて設定される率}

　収入超過者になると、収入分位と収入超過者となってからの期間に応じて、収入に応じて設定される率が定
まり、遅くとも５年目の家賃から近傍同種（民間なみ）の高額な家賃となります。

収　入　分　位
収入月額 超過者となって

からの期間
収入に応じて設
定される率下限値 上限値

収入分位５
（２５～３２．５％） １５８，００１円 １８６，０００円

１年目 １／５

２年目 ２／５

３年目 ３／５

４年目 ４／５

５年目以降 １

収入分位６
（３２．５～４０％） １８６，００１円 ２１４，０００円

１年目 １／４

２年目 ２／４

３年目 ３／４

４年目以降 １

収入分位７
（４０～５０％） ２１４，００１円 ２５９，０００円

１年目 １／２

２年目以降 １

収入分位８
（５０％～） ２５９，００１円 １年目以降 １

　③高額所得者の家賃……下記式により算出される近傍同種の住宅の家賃となります。

近傍同種の住宅の家賃＝基礎価格（建物及び土地）×利回り＋償却額＋修繕費
　　　　　　　　　　　＋管理事務費＋損害保険料＋公課＋空家等引当金

　　令和４年４月からの家賃は、今年の１２月末頃に通知します。






